
明けまして おめでとうございます！ 本年も宜しくお願い致します。(*_ _)

みなさん、今年の正月はどんな風に過ごしましたか？ 新型コロナウイルスが、変異種まで出てきて

ステイホームなお正月の方も多かったのではないでしょうか？(っω`ｃ)ﾟ｡

 年末から、年明け後 今年は特に寒い日が多いですね！雪も多いような気がします。

家にいる時間が多くなったこともあり、「あ～私の家はこんなに寒いんだ」と思い知らされました。

 そんな中、国土交通省から「グリーン住宅ポイント制度」の速報が飛び込んできました☆

条件を満たした場合、ナント💦最大100万ポイントが付与されるお得な制度なのです!!

グリーン住宅なんて聞くと、建物の廻りに植物でも植えろって？と思っちゃいますが違います。

簡単に言うと「住宅をリフォームや新築を今年の10月31日までに契約するとポイントをあげるよ♪」

って制度です。このポイントって何？と思われる方もおられますよね。

今回は、この「グリーン住宅ポイント制度」について詳しくお伝えしたいと思います。

 高い省エネ性能の住宅取得者に対して「新たな日常」等に対応した商品や追加工事と交換できる

   ポイントを発行する！ という制度です。

   は？なんじゃそりゃ？ なんだかよくわからないから もう少し説明してみっせ！

 新たに一定の性能を満たす住宅新築や新築分譲住宅を購入する人、一定の要件を満たす既存の住宅

 の購入や対象工事を実施するリフォーム。一定の性能を満たす賃貸住宅の新築を対象として、
 
 ポイントで還元しますよ！という事なんです。

 んじゃ、うちは関係ないわね！新しく家建てないし。

 いやいや、そうとも限りませんよ！現在、お家の中 寒くありませんか？

 内窓を付けたり、複層ガラス窓に交換したり､玄関ドアを断熱ドアに変えたりする事で断熱効果や

 防音効果はもちろん、暖冷房費の軽減も見込めます。更に結露を軽減する事が出来ます。

 寒いのは仕方ないじゃない。冬だもん。でも、年末の大掃除の時、窓のゴムのところのカビ落とし

 大変だったのよね。

 確かに冬寒いのは当たり前なんですけどwww。寒いからって、お家を新築するなんて宝くじでも

 当たらない限り出来ませんよね。ただ、寒いのには理由が必ずあるはずなんです。

 開口部はもちろん、壁や屋根、天井や床の断熱改修によって暖かく過ごせるお家になります。

 また、エコ住宅設備の設置や耐震改修、バリアフリー改修でもポイントがもらえるんです。

こんにちは！高建ハウジングです！

グリーン住宅ポイント制度とは (会話形式でお伝えします）



あら、バリアフリーも対象なの？衝撃緩和畳も気になってたのよね。

それにエコ住宅設備ってことは、もしかして･･･給湯器も対象？

現在の電気温水器をエコキュートに交換する、ガス給湯器や石油給湯器を高効率給湯器に

交換する場合も対象です。(※ただし国で指定した型番の製品に限ります）

また、トイレも節水型トイレにしたり、お風呂も高断熱浴槽にするとポイントがもらえます。

衝撃緩和畳にすれば転んだ時のリスクも最小限に抑えることが出来ますしね。

そうなのよ。家のおじいちゃん最近、足が弱くなってきてて転んで骨折したら大変だからさぁ。

でもさ、さっきからポイント♪ポイント♪って 言ってるけどポイントって何に使えるの？

実はですねぇ。その工事によってもらえるポイントは、商品の交換や工事に使えるんです。

交換商品は、家具や家電、食品や日用雑貨まで多種多様あります。

もらったポイントを、いろんなものに交換できるのはいいわね♪

で、ちょっと気になったんだけど、工事にもポイント活用できるってどうゆう事？

それはですね！今、コロナが流行ってるじゃないですか･･･で、非接触型水栓にするとか

玄関近くに手洗い器を設置するとか、開閉可能間仕切り設置やテレワークスペース設置工事に

使えるんですよ！（※感染症予防対象工事、または防災工事に限られます）

マジで？？私、キッチンの水栓を手をかざすだけで水が出てくる水栓欲しかったのよ☆

それに、子供たちや家族が帰ってきたら一番最初に手を洗って欲しいしね！！

コロナ感染予防には手洗いは大事だもの！

そうですよね。菌は見えないので怖いですもんね。どの工事で、グリーン住宅ポイントが

どのくらいもらえるのか、また、そのポイントで何と交換できるのか、まずはどんな工事を

希望しているのか、などなど高建ハウジングにお電話下さい。

そうね♪まず、どんな工事をするか家族と相談してから連絡するわ♪

必要な工事をした上に、ただでもらえるなんてお得だしね♪

☆今回は、会話形式でお伝えしました！少しは、分かりやすくお伝えできたでしょうか？

皆さんに知って頂くにはこの紙では足りないのですが、お客様によって必要な工事が違うので

お問合せして頂いてポイント対象なのかをお伝えしたいと思っています。

この制度は今年の10月31日までの契約が条件ですが予算に限りがありますのでお早目のご契約を

お勧めしております。まずは、お電話下さい☆

 本年も益々、みなさんの大切なお家のハウスマスターとして頑張って参ります。

本年も何卒 宜しくお願い致します。✧(ㅅ • ͈ᴗ•͈)


